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交　　通　　局

福岡市交通局訓令第 6号

　福岡市高速鉄道災害対策規程（昭和56年福岡市交通局訓令第 1号）の一部を次のように

改正し、令和 7年 4月 1日から施行する。

　　令和 7年 3月31日

福岡市交通事業管理者　　小 野 田　　勝　　則　　　　

　第 6条第 1項中「交通部」を「一部」に改める。

　第 7条第 2項中「交通部」を「交通局」に改める。

　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　別表中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

福岡市交通局訓令第 7号

　福岡市交通局防火管理及び防災管理に関する規程（昭和56年福岡市交通局訓令第 2号）

の一部を次のように改正し、令和 7年 4月 1日から施行する。

　　令和 7年 3月31日

福岡市交通事業管理者　　小 野 田　　勝　　則　　　　

副 本 部 長

（運転車両部長）

副 本 部 長

（ 施 設 部 長 ）

運 転 車 両 班

（ 運 転 車 両 部 内 の 各 所 属 ）

施 設 班

（ 施 設 部 内 の 各 所 属 ）

副 本 部 長

（ 運 輸 部 長 ）

副 本 部 長

（施設車両部長）

運 輸 班

（ 運 輸 部 内 の 各 所 属 ）

施 設 車 両 班

（ 施 設 車 両 部 内 の 各 所 属 ）
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　別表第 1本局庁舎の項中「総務係長」を「契約管財係長」に改める。

　別表第 2姪浜車両基地管理棟ボイラー施設の項及び姪浜車両基地管理棟燃料タンクの項

を削り、同表姪浜車両基地油倉庫の項の次に次のように加える。

橋本車両基地非常用発電設備 一般取扱所

橋本車両基地燃料タンク 地下タンク貯蔵所

別表第 2橋本車両基地非常用大型蓄電池設備の項を削る。
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